
 

静岡県告示第752号 

 漁業法（昭和24年法律第267号）第170条第３項の規定に基づき、原野谷川非出資漁業協同組合（内共第19

号）第五種共同漁業権遊漁規則の変更を認可したので、同条第７項の規定に基づき次のとおり変更内容を告

示する。 

令和３年９月28日 

静 岡 県 知 事  川 勝 平 太   

１ 漁業権者の名称及び所在地 

  掛川市家代65－１ 

２ 漁業権の免許番号 

  内共第19号 

３ 変更の内容 

  別表のとおり 

４ 遊漁規則施行の日 

  令和３年９月15日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表  

改正前 改正後 

 （遊漁の方法、規模等の制限） 

第３条 次の表のア欄に掲げる魚種は、それぞれイ欄の遊漁の方法によ

り、ウ欄の規模の範囲内において、エ欄の区域内及びオ欄の期間中でな

ければ遊漁を行ってはならない。 

ア 漁業

の名 

イ 漁業の方

法 

ウ 総数又

は規模 

エ 区 域 オ 期 間 

あゆ漁業 友 釣 

        

        

        

   

かけ針２段 

いかり針４

本以内 

組合が指定

する繁殖保

護淵を除く

全区域 

６月１日以

降で組合が

定め公示す

る日から12

月31日 

流し毛針釣 

ド ブ 釣 

 

餌 釣  

あまご 

漁業 

フライ釣 

和 式 毛 針 釣

（テンカラ）

ルアー釣 

餌 釣 

 ３月１日～ 

10月31日 

にじます

漁業 

フライ釣 

和 式 毛 針 釣

（テンカラ）

ルアー釣 

餌 釣 

 １月１日～ 

12月31日 

（遊漁の方法、規模等の制限） 

第３条 次の表のア欄に掲げる魚種は、それぞれイ欄の遊漁の方法によ

り、ウ欄の規模の範囲内において、エ欄の区域内及びオ欄の期間中でな

ければ遊漁を行ってはならない。 

ア 漁業

の名 

イ 漁業の方

法 

ウ 総数又

は規模 

エ 区 域 オ 期 間 

あゆ漁業 友 釣 

（ルアー使用

可ただしのべ

竿を使用のこ

と） 

かけ針２段 

いかり針４

本以内 

組合が指定

する繁殖保

護淵を除く

全区域 

６月１日以

降で組合が

定め公示す

る日から12

月31日 

流し毛針釣 

ド ブ 釣 

 

餌 釣  

あまご 

漁業 

フライ釣 

和 式 毛 針 釣

（テンカラ）

ルアー釣 

餌 釣 

 ３月１日～ 

10月31日 

にじます

漁業 

フライ釣 

和 式 毛 針 釣

（テンカラ）

ルアー釣 

餌 釣 

 １月１日～ 

12月31日 



 

（冬季にじますキャッチアンドリリース区の設置） 

２ 前項の規定にかかわらず、次の表のア欄に区域において、イ欄

の期間中は、ウ欄に掲げる魚種のみ遊漁を行うことができ、エ欄の

遊漁の方法及びオ欄の規模の範囲内でなければこれを行ってはなら

ない。また、ここで採捕した魚は、その場で再放流（キャッチアン

ドリリース）しなければならない。 

ア 区 

域 

イ 期 間 ウ 魚種 エ 遊漁の 

方 法 

オ 総数又 

は規模 

な ら こ こ

キ ャ ン プ

場 堰 堤 か

ら 上 流 、

笠 掛 堰 堤

まで 

（ 冬 季 に

じ ま す キ

ャ ッ チ ア

ン ド リ リ

ース区） 

１１月１日 

から 

２月末日 

まで 

にじます フライ釣 

和 式 毛 針 釣

（テンカラ） 

ルアー釣 

ルアーはシ

ングルフッ

クで２本ま

で 

フライ・テ

ンカラはシ

ングルフッ

クで２本ま

で及び返し

のないもの

か返しをつ

ぶしたもの

とする 

 （遊漁料の額及び納付の方法） 

第６条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、冬季にじますキャッチアンドリリース区

の遊漁料は次表のとおりとする。なお、１期間は 11 月１日から２月末

日までをいう。 

（冬季にじますキャッチアンドリリース区の設置） 

２ 前項の規定にかかわらず、次の表のア欄に区域において、イ欄

の期間中は、ウ欄に掲げる魚種のみ遊漁を行うことができ、エ欄の

遊漁の方法及びオ欄の規模の範囲内でなければこれを行ってはなら

ない。また、ここで採捕した魚は、その場で再放流（キャッチアン

ドリリース）しなければならない。 

ア 区 

域 

イ 期 間 ウ 魚種 エ 遊漁の 

方 法 

オ 総数又 

は規模 

原 野 谷 ダ

ム 流 れ 込

み (萩間橋

の 下 流 1

ｋｍ)から

笠 掛 堰 堤

まで 

（ 冬 季 に

じ ま す キ

ャ ッ チ ア

ン ド リ リ

ース区） 

１１月１日 

から 

２月末日 

まで 

にじます フライ釣 

和 式 毛 針 釣

（テンカラ） 

ルアー釣 

ルアーはシ

ングルフッ

クで２本ま

で 

フライ・テ

ンカラはシ

ングルフッ

クで２本ま

で及び返し

のないもの

か返しをつ

ぶしたもの

とする 

 （遊漁料の額及び納付の方法） 

第６条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、冬季にじますキャッチアンドリリース区

の遊漁料は次表のとおりとする。なお、１期間は 11 月１日から２月末

日までをいう。 



 

魚種 区域 遊漁の方法 遊漁料 

1 日 １期間 

にじます ならここキャンプ

場堰堤から上流、

笠掛堰堤まで 

フライ釣 

和 式 毛 針 釣

（テンカラ） 

ルアー釣 

1,000 円 4,000 円 

 

魚種 区域 遊漁の方法 遊漁料 

1 日 １期間 

にじます 原野谷ダム流れ込

み(萩間橋の下流 1

ｋｍ)から上流、

笠掛堰堤まで 

フライ釣 

和 式 毛 針 釣

（テンカラ） 

ルアー釣 

1,000 円 4,000 円 

 

附 則 

この規則は、令和３年９月 15 日から施行する。 


